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ネ
ル
ギ
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合
理
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す
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付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
我
が
国
の
最
近
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
め
ぐ
る
経
済
的
社
会
的
環
境
の
変
化
に
か
ん
が
み
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策

を
一
層
強
化
す
る
た
め
、
工
場
等
に
対
し
熱
と
電
気
の
一
体
的
な
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
を
義
務
付
け
る
と
と
も
に
、
輸
送
事
業

者
等
に
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
取
組
を
義
務
付
け
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

一
、
工
場
等
に
対
す
る
規
制
区
分
の
一
本
化
等

１

工
場
等
に
お
け
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
規
制
に
つ
い
て
熱
と
電
気
の
区
分
を
廃
止
し
、
熱
と
電
気
を
合
算
し
て
一
定
規
模
以

上
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
用
す
る
者
に
対
し
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
を
義
務
付
け
る
。

２

工
場
等
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量
等
に
つ
い
て
、
登
録
調
査
機
関
の
確
認
調
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
確
認
調
査
を

受
け
た
工
場
等
は
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
主
務
大
臣
へ
の
定
期
報
告
等
を
行
う
必
要
は
な
く
、
国
は
登
録
調
査
機
関

か
ら
調
査
結
果
の
報
告
を
受
け
る
こ
と
と
す
る
。
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二
、
運
輸
分
野
に
お
け
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
の
導
入

一
定
規
模
以
上
の
輸
送
事
業
者
及
び
荷
主
に
対
し
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
計
画
の
策
定
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量
の
報
告
を
義

務
付
け
る
と
と
も
に
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
取
組
が
著
し
く
不
十
分
な
場
合
に
は
主
務
大
臣
が
勧
告
及
び
命
令
を
行
う
等
の
措

置
を
定
め
る
。

三
、
住
宅
及
び
建
築
物
分
野
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
の
強
化

一
定
規
模
以
上
の
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
等
の
非
住
宅
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
新
築
等
の
場
合
に
加
え
大
規
模
修
繕
等
を

行
う
場
合
に
お
い
て
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
措
置
の
届
出
を
義
務
付
け
る
と
と
も
に
、
一
定
規
模
以
上
の
集
合
住
宅
の
新
築
及
び
増

改
築
等
の
場
合
に
つ
い
て
も
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
措
置
の
届
出
を
義
務
付
け
る
。

四
、
一
般
消
費
者
へ
の
情
報
の
提
供

電
力
会
社
等
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
及
び
家
電
機
器
の
小
売
販
売
業
者
は
、
消
費
者
へ
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
情
報
の
提

供
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

五
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


